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詳細なデータを含む資料編はインターネットで公開しています。

なお、環境白書本文もあわせて提供しています。
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現代まで育まれてきた健全で恵み豊かな環境を、将来の世代に継承していくことが、
いまを生きる私たちの責務であり、とりわけ多様で美しい三重県の自然環境は、この地
で暮らす私たち一人ひとりの手で守っていかなくてはなりません。

国際社会において、地球規模の環境問題への取組が進められている中、地球温暖化に
ついては、危機感が年々高まっており、気候変動枠組条約締約国会議において、２０２０年
以降の国際的な枠組みについて話し合いが進められています。
一方、国内においても、平成２３年に発生した東日本大震災を機にエネルギー問題に

ついて活発な議論が行われるなど、環境問題への関心が高まっています。

本県では、事業者および県民の皆さんの自主的かつ積極的な地球温暖化対策を推進す
るため、平成２５年１２月に「三重県地球温暖化対策推進条例」を制定しました。（平成
２６年４月１日施行）
また、平成２４年度からスタートさせた「みえ県民力ビジョン」では、さまざまな主体

が行動し、ともに支えあう「県民力による『協創』のまちづくり」をめざしています。
地球温暖化対策をはじめ、ごみゼロ社会の実現、生活排水による水質汚濁や自動車交

通に伴う排気ガスによる大気汚染などの環境問題への対応は、県民の皆さん一人ひとり
をはじめ、事業者、 ＮＰＯ、行政など、さまざま主体の連携が不可欠です。それぞれが
行動し、支えあいながら取り組んでいきましょう。

この白書は、三重県環境基本条例第１０条に基づく年次報告として、平成２５（２０１３）
年度における三重県の環境の状況と、取組の結果を含めた三重県の環境保全に関する施
策全般をとりまとめたものです。
本書を通じて、皆さんが今日の環境問題に対してご理解を深めていただき、皆さん自

身が考え、主体的な行動を起こしていただくことを願って、発刊にあたってのご挨拶と
させていただきます。

平成２６年１０月

「環境白書」の発刊にあたって
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全国に先駆けた取組を含めて、時代に応じた環境政

策を実施してきました。近年では、地球温暖化や廃

棄物の減量など新たな課題にも取り組んでいます。

こうした取組の結果、事業活動等に伴う環境負

荷の低減については、一定の効果が認められてい

ますが、一方で、自動車の排出ガスによる大気汚

染や生活排水による水質汚濁、地域におけるごみ

の排出や暮らしに伴う温室効果ガスの排出など、

私たち一人ひとりの生活に関わる身近なところで

の環境負荷が課題となっています。

これらの課題に対応するため、平成24（2012）

年3月に策定した「三重県環境基本計画」のほか、

「三重県廃棄物処理計画」、「三重県地球温暖化対策

実行計画」などの個別計画による取組を進めていま

す。平成24（2012）年8月には「生活排水処理ア

クションプログラム」の見直し、平成25（2013）

年3月には、「三重県自動車排出窒素酸化物及び自

動車排出粒子状物質総量削減計画（以下、「ＮＯｘ・

ＰＭ総量削減計画」という。）」の策定を行いました。

また、平成25（2013）年12月には「三重県地球

温暖化対策推進条例」を制定し、地球温暖化対策

を進めています。さらに、東海三県一市が連携し

た伊勢湾総合対策協議会では、国の平成24年補

正予算で措置された「海岸漂着物地域対策推進事

業」を活用し、海岸漂着物の回収・処理、発生抑

制対策等を推進しています。

自然環境の保全に関しては、人々の暮らしの変

化の中で、身近な自然とのつながりが薄れたこと

による里地里山の機能喪失や森林の荒廃、地域の

生態系のバランスの崩れなどによる獣害の発生や

広葉樹の立ち枯れの発生などが課題となってきて

います。また、平成23（2011）年9月に発生し

た紀伊半島大水害など、大規模な豪雨災害が頻発

していることから、災害に強い森林づくりをはじ

め、これまで以上に森林の公益的機能を高める整

備を進めていく必要があります。

そのため、平成24（2012）年3月に策定した

「みえ生物多様性推進プラン」や「三重の森林づく

り基本計画2012」を推進していくとともに、平

成26（2014）年4月から「みえ森と緑の県民税」

を導入し、「災害に強い森林づくり」と「県民全

体で森林を支える社会づくり」を進めています。

これらの計画等を基本としながら、本県では、

県民一人ひとりをはじめ、事業者やＮＰＯなど、

さまざまな主体による環境保全のための自立的な

行動や取組を支援するとともに、各主体間の連携

を図っていきます。

（１） 三重県環境基本条例

本県では、平成7（1995）年3月に、環境保全に

関する基本理念や環境保全に関する施策の基本

的な事項等を定めた三重県環境基本条例（以下、

「基本条例」という。）を制定し、これに基づきさ

まざまな施策を進めてきました。

その後、低炭素社会や自然共生社会の実現など

が重要な課題となってきたことから、これらの近

年の潮流への対応をより明確にし、循環型社会、

低炭素社会および自然共生社会づくりを総合的か

つ計画的に進めていくため、平成25（2013）年

12月に基本条例を改正し、目的、基本理念等に

ついて規定を整備しました。

主な改正点は以下のとおりです。

① 目的（第１条）

自然と人との共生を確保することを明確化

② 基本理念（第３条）

「自然と人との共生」（第１項、第３項）、「低炭

素社会」の実現（第２項）および「地球環境保全に

おける地域の取組の重要性」（第４項）について

明確にするための規定を追加

③ 県と市町等との協働（第７条）

県と市町との協働および事業者、県民、民間団

体との協働の規定を追加

④ その他、用語の定義の追加、目的・基本理念

の改正をふまえた「環境の保全に関する基本的施

策」（基本方針及び具体的な施策）の体系的な整

備他

（２） 三重県環境基本計画

本県では、環境の保全に関する施策を総合的、

計画的に進めていくため、平成9（1997）年度に最

初の三重県環境基本計画を策定（平成16（2004）

年6月に同計画を改定）し、環境の保全に取り組

んできました。

平成24（2012）年には、東日本大震災の発生

などによるエネルギー問題や生物多様性の保全な

ど、社会や環境の状況の変化に対応するために、

新しい三重県環境基本計画を策定しました。

この基本計画では、これまでの取組結果や本県

の状況を整理した上で、平成24（2012）年度か

ら平成33（2021）年度までの10年間について長

期的な視点からめざすべき姿と基本目標を定めて

います。

また、この計画を着実に実施していくために、
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推進計画（アクションプラン）を策定し、各施策

の進捗状況等を把握し、適切な進行管理を行うこ

ととしています。

平成25（2013）年度における、推進計画（アク

ションプラン）数値目標進捗状況は、表１のとお

りです。

基本目標Ⅰ 環境への負荷が少ない持続可能

な社会づくり

基本目標Ⅱ 自然と共生し身近な環境を大切

にする社会づくり

私たちは、かけがえのない地球環境の中で、

自然と共生し、環境への負荷の少ない持続可

能な社会の構築をめざします。

2013年度の目標達成状況は、取組の指標が累計値の場合、2010年度の現状（実績）値を2013年度目標値および実績値から差し引いて計算しています。
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1
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3
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5
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低炭素社会の構築

（地球温暖化の防止）

循環型社会の構築

（廃棄物対策の推進）

大気環境の保全

水環境の保全

生物多様性の保全および

持続可能な利用

自然とのふれあいの確保

森林等の公益的機能の維

持確保

良好な景観の形成

歴史的・文化的環境の

保全

ひとを育てる

～環境学習・環境教育の推進～

担い手となる主体を広げる

～環境活動の促進～

環境経営を進める

仕組みをより的確に運用

する

技術・情報基盤をより充

実する

環境で貢献する

温室効果ガス排出量の基準年度

（1990年度）比（森林吸収量を含む）

廃棄物の最終処分量

大気環境に係る環境基準の達成率

河川・海域水域における環境基準の

達成率

生物多様性の保全活動実施箇所

自然とのふれあいの場の満足度

間伐実施面積（累計）

市町、県が制定した景観に関する条

例等の件数（累計）

文化財情報アクセス件数

環境教育参加者数

指導者養成講座受講者数

三重県版小規模事業者向け環境マネ
ジメントシステム（M-MES）認証
事業所数（累計）

数値による取組の指標は設定していません。

環境の保全に関する調査研究成果件数

数値による取組の指標は設定していません。
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良好な環境を将来の世代に継承していくために

は、県民一人ひとりや企業などのあらゆる主体が、

その活動によって生じる環境への負荷をできる限

り少なくすることができる社会の仕組みが求めら

れています。

そのため、本県では、県民一人ひとりが、自立

し、行動する県民（アクティブ・シチズン）とし

て、環境保全の大切さを理解して行動に結びつけ

ていけるように、さまざまな主体による環境保全

のための個々の自律的な行動や取組が有機的に連

携しうる社会の実現をめざします。

（１） 低炭素社会の構築

県民、事業者、行政等のさまざまな主体が力を

合わせて地球温暖化対策に取り組むことにより、

新たな豊かさを実感できる低炭素社会の実現をめ

ざして、「三重県地球温暖化対策推進条例」を制

定しました。

この条例に基づく地球温暖化対策計画書制度に

より、事業者の自主的な温室効果ガスの排出削減

への取組を促進するほか、地球温暖化防止活動推

進員等による県民向け普及啓発の推進、自動車の

使用に伴う温室効果ガスの排出量を削減するエコ

ドライブや次世代自動車の普及促進、再生可能エ

ネルギーの普及促進を行います。さらに、大気中

の二酸化炭素をより多く吸収・貯蔵する健全な森

林づくりを積極的に行っていきます。

（２） 循環型社会の構築

一般廃棄物の「３Ｒ」の実践に向けて、環境意識

を高揚するための普及啓発や市町等と協働したご

みの循環利用に関する取組を進めるとともに、災

害時に備えた廃棄物処理体制の充実化を図ります。

また、産業廃棄物の処理について、排出事業者

責任を一層確保するため、電子マニフェストや優

良産廃処理認定業者の利活用を進めるとともに、リ

サイクル認定製品の普及など再生利用に関する取

組を進めます。

さらに、産業廃棄物の不法投棄等の未然防止や、

初期段階での機動的な対応を進めるため、市町等

との連携を図りつつ、引き続き監視・指導を徹底

していくとともに、産業廃棄物の不適正処理事案

等については、原因者に対して是正措置の履行指

導を行い、原因者による措置が困難な場合等には、

生活環境保全上の支障等の状況に応じて、行政代

執行による是正を進めるなど、地域住民の安全・安

心の確保を図ります。４つの不適正処理事案（四

日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市

五反田、四日市市内山）については、「特定産業廃

棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

（以下、産廃特措法という。）」に基づく国の支援を

得て、行政代執行による是正を進めます。

（３） 大気環境の保全

良好な大気環境を保全するため、工場や事業場

からの大気汚染物質の排出が適正に管理されるよ

う、法令に基づく指導を行うとともに事業者にコ

ンプライアンスの徹底を図ります。また、自動車

ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内においては、平成32（2

020）年度末までの対策地域全域での環境基準達

成に向けて車種規制を継続し、実態把握調査を実

施しながら、自動車から排出される窒素酸化物お

よび粒子状物質の排出総量の削減に取り組んでい

きます。

（４） 水環境の保全

公共用水域等の水質改善のため、工場・事業場

における排水基準の遵守を徹底するほか、立入検

査時に工場・事業場の経営者等と対話を行い、コン

プライアンス意識の向上を図ります。また、伊勢湾

の水質改善については、伊勢湾水質総量規制に基

づき工場等の排水のＣＯＤ、窒素、りんの総量削減

など水質の保全・改善に向けた取組を進めます。

また、生活排水対策として、生活排水処理アク

ションプログラムに基づき、下水道、集落排水施

設および浄化槽等の施設整備を進めます。

伊勢湾の再生に向け、国を含めた関係自治体等

で平成19（2007）年3月に策定した「伊勢湾再生

行動計画」を着実に推進するため、さまざまな主

体との連携のもと、伊勢湾流域圏での海岸漂着物

等の清掃に係る統一行動である「伊勢湾 森・川

・海のクリーンアップ大作戦」の実施などに取り

組んでいきます。さらに、海岸漂着物対策につい
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（１） ひとを育てる

（２） 担い手となる主体を広げる

（３） 環境経営を進める

（４） 仕組みをより的確に運用する

（５） 技術・情報基盤をより充実する

（６） 環境で貢献する



８

ては、国の平成24年度補正予算で措置された「海

岸漂着物地域対策推進事業」を活用し、県内の海

岸漂着物の回収・処理および発生抑制対策を進め

るとともに、引き続き本県がリーダーシップをと

り、東海三県一市の広域的な連携・協力による発

生抑制対策を進めます。

（５） 生物多様性の保全および持続可能な利用

多様な自然環境を保全するため、三重県自然環

境保全地域などの管理や、里地里山などの身近な

自然を保全する県民による活動を支援します。ま

た、「三重県レッドデータブック2005」で明らか

になった希少野生動植物を保全するための普及啓

発を行うとともに、特に保護が必要として県が指

定した希少野生動植物の保全活動を専門家や県民、

ＮＰＯ等と連携・協働して行い、生物の多様性を

確保する一方、野生鳥獣による農林水産業等への

被害対策として、増えすぎた野生鳥獣の適正な捕

獲や狩猟を進めます。

（６） 自然とのふれあいの確保

県民が自然とふれあい、自然の仕組みや大切さ

を学ぶ場として、自然公園や自然遊歩道等の整備

・維持管理を行っていきます。

（７） 森林等の公益的機能の維持確保

平成24（2012）年3月に策定した「三重の森

林づくり基本計画2012」に沿って、県民や事業

者、森林所有者、行政などが互いに協働しながら、

「企業の森」等、さまざまな主体による森林づく

りを促進し、地域社会全体で支える森林づくりを

進めていきます。

さらに、中山間地域等直接支払制度をはじめと

する事業を活用し農地の保全を図るとともに、漁

場等においては藻場・干潟の保全・再生を推進す

るなど、公益的機能の維持確保に向けた取組を進

めていきます。

（８） 良好な景観の形成

県民や市町による主体的な景観づくりを支援す

るとともに、三重県景観計画に基づく届出制度の

適切な運用や公共事業における地域の景観特性へ

の配慮などを通して、良好な景観づくりを推進し

ます。また、農山漁村の景観保全のために、多面

的機能支払等により、農業者やさまざまな主体の

参画による景観保全活動を支援することで、地域

を支える担い手を育成します。

（９） 歴史的・文化的環境の保全

市町等と協働して、国・県指定文化財など、豊

かな自然や多様な歴史が育んだ文化資源の保全と

活用に取り組むとともに、世界遺産「紀伊山地の

霊場と参詣道」や亀山市関宿の伝統的建築物群

等の歴史的・文化的景観が次世代に承継されるよ

う、関係する県や市町等と協働して、保存に努め

ます。
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わが国においても、昭和63（1988）年にオゾ

ン層保護法が制定され、その後、平成10（1998）

年に家電リサイクル法、平成13（2001）年にフロ

ン回収破壊法が制定されたことで、フロンの排出

抑制、回収・破壊処理の取組が進められています。

ア 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

家庭や事務所から排出される特定家庭用機器廃

棄物について、消費者が収集・運搬および再商品

化等の料金を負担し、小売業者は消費者から引き

取り、製造業者等へ引き渡す義務を負い、製造業

者等は再商品化等（リサイクル）する義務を果た

すことを基本とした家電リサイクル法が平成10

（1998）年度に制定され、平成13（2001）年４

月から本格施行されています。

イ 特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実

施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）

業務用冷凍空調機器（第１種特定製品）および

カーエアコン（第2種特定製品）からフロンを放出

することを禁止し、機器が廃棄される際にフロン

回収等を義務づけたフロン回収破壊法が平成13

（2001）年6月に制定され、平成14（2002）年4

月に第1種特定製品部分が、同年10月に第２種特

定製品部分が本格施行されました。その後、平成

17（2005）年１月の使用済み自動車の再資源化

等に関する法律（自動車リサイクル法）の本格施

行に伴い、第２種特定製品部分については自動車

リサイクル法に移行しました。

ウ フロン回収破壊法に基づく回収業者の登録

業務用冷凍空調機器からフロンを回収する業者

（第１種フロン類回収業者）は、フロン回収破壊法

に基づく都道府県知事等の登録が必要です。また、

回収したフロンを破壊する業者（フロン破壊業者）

は、主務大臣（経済産業大臣、環境大臣）の許可

が必要です。

第１種フロン類回収業者登録 677件

（平成26（2014）年3月31日現在）

省エネルギーによる温室効果ガスの排出削減は

不可欠であることから、県民、事業者、行政が一

体となって省エネルギーを推進しています。

平成25（2013）年度も、これまでに引き続き

オフィス等の省エネルギー等の取組を呼びかける

「サマーエコスタイルキャンペーン」や「クール

アース・デー」を中心に施設等の消灯を行う「三

重県地球温暖化防止／ライトダウン運動」への参

加を呼びかけました。

県庁においても、平成11（1999）年度に導入

した ISO14000環境マネジメントシステムなど

により、引き続き電気使用量や廃棄物の削減など

環境負荷の低減に取り組んでいます。

幹線道路における交通の円滑化を図るため、信

号機の系統化（10基）、多現示化（10基）、半感応

化（16基）等の信号機の高度化改良を行うととも

に、主要交差点においてＬＥＤ式信号灯器（595

灯）の整備を進めることにより消費電力の削減を

図っていきます。

地球温暖化防止の観点から、省エネルギー・資

源の有効利用などの面で配慮がなされた住宅の普

及促進や、自然環境に調和し、親しめる住環境の

普及促進を図るとともに、優良な住宅のストック

を進めていきます。

これらの取組が、県・市町・住宅関連事業者な

どによって計画的かつ持続的に実施できるよう、

三重県住生活基本計画においても位置づけていま

す。

森林は、水源のかん養、土砂災害防止をはじめ、

保健・文化・教育的利用の場の提供など多様な機

能を有するとともに、二酸化炭素を吸収する働き

により地球温暖化防止にも貢献しています。

 こうした森林の機能を発揮するには、適正な管

理を継続的に行うことが必要であり、林業は木材

生産活動を通じて、その役割を担ってきました。

しかし、林業を取り巻く情勢は厳しく、採算性

の悪化、高齢化等による担い手不足のため、放置

される森林が増加するなど、林業経済活動による

森林の公益的機能の発揮は困難になり、森林の機

能低下が進み、県民生活への重大な影響が危惧さ

れています。

このため、平成25（2013）年度には、緊急の

２－１

１－３

２ 森林吸収源の整備
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取り組むとともに、東日本大震災以降のエネルギ

ー情勢の変化などをふまえ、新エネルギービジョ

ンの改定を行い、平成32年度（2020年度）末導

入目標（表１-１-２）を設定しました。

ア 「公共施設等への新エネルギーの導入指針」に

よる率先導入

この指針は、県の施策方針として新エネルギー

を県の施設へ率先導入するため、各部が取り組む

べき内容を示したものです。

平成25（2013）年度には、県の公共施設等へ

計41kWの太陽光発電設備を導入し、累計1,222

kWとなりました。

イ 新エネルギーの普及支援事業の実施

県内への新エネルギー導入を促進するため、小

規模な新エネルギー設備を設置する事業者や個人

に対して導入支援事業を実施しています。

平成25（2013）年度においては、4事業所、89

世帯で、太陽光発電設備やバイオマス熱利用設備

等が設置されました。

ウ 新エネルギーの普及啓発

出前トークや新エネルギーセミナー等を開催し、

新エネルギーの普及啓発を行いました。

表１-１-２  ２０１２年度末新エネルギー導入量

ダム等に蓄えた水のエネルギーを有効利用した

二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーを

供給しています。

平成25（2013）年度の供給電力量は約18,552

万kWhでした。

本県と中部電力(株)は、石炭と県産木質チップの

混焼発電を実現するた検討を進めてきましたが、

混焼率（石炭に対する木質チップの混合割合）が

高くなると、木質チップの破砕性が低下するなど

の課題解決ができなかったため、平成24（2012）

年11月に協議を終了しました。

新たな木質バイオマスの供給先として、松阪市

において県内初の木質バイオマス発電施設が建設

中で、平成26（2014）年11月の稼働が予定され

ているほか、２カ所の木質バイオマス発電所建設

計画が進められています。

農村地域において、農業用水等を利用した小水

力発電等の整備の促進を図り、農業用施設での発

電電力使用による地域活性化、自立分散型電源確

保に寄与することにより、農村の生活環境や生産

基盤整備、防災対策を通じて、生産性の向上や安

心・安全な農山漁村づくりを進めます。

平成25（2013）年度は、小水力発電施設の導

入に向けた中勢用水地区における実施設計の策定、

小水力発電の普及に向けた地域の小水力発電の賦

存量調査や市町および水路管理者への情報提供を

実施しました。

水道管内の水が持つ余剰エネルギーを有効利用

するため、小水力発電設備を導入しています。

可燃性ごみを固形燃料（ＲＤＦ）化し、ごみの持

つ未利用なエネルギーを有効に利用する取組を、

市町と一体となって行っています。本県は、市町

で製造されたＲＤＦの安定的な受け皿として、三

重ごみ固形燃料発電所（ＲＤＦ焼却・発電施設）を

管理運営し、ごみの持つエネルギーを利用して発

電を行っています。

平成25（2013）年度の供給電力量は約5,353

万ｋWｈでした。

（ア）ＲＤＦ処理能力 240ｔ／日

（イ）最大出力 12,050kW

３－３

２０１２年度末

導入量

２０２０年度末

導入目標

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

バイオマス発電

バイオマス熱利用

中小規模水力発電

コージェネレーション

うち燃料電池

クリーンエネルギー自動車

ヒートポンプ

５３６,０００

２０,０００

２４５,０００

７６,０００

６５,０００

４,０００

５１１,０００

４２,０００

２８２,０００

１２２,０００

約１７７万t-CO2約８７万t-CO2約７１万t-CO2
CO2排出削減量
（参考）

新エネルギー

ビジョン策定時

２０１０年度末

kW

kl

kW

kW

kl

kW

kW

kW

台

台

１３７,８１５

１,５４３

７２,６５５

４３,５１０

４３,５２６

５４９

４３７,９７６

１,４７６

５２,９９１

８０,２００

kW

kl

kW

kW

kl

kW

kW

kW

台

台

６５,６６７

７２,０５４

４５,３１０

３２,０６５

４３７,３１７

１,１６２

２５,１７０

kW

－

kW

kW

kl

－

kW

kW

台

－
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イ ダイオキシン類対策特別措置法による規制

ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基準

適用施設として5種類の特定施設、水質基準対象

施設として19種類の特定施設を規制対象として

います。

平成26（2014）年３月31日現在の県内におけ

る大気基準適用施設は256施設、水質基準対象

施設は48施設です。

ウ 三重県生活環境の保全に関する条例等による

規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、大気

汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）およ

び有害物質について規制しています。さらに、四

日市地域については、一定基準以上の工場等を対

象に、窒素酸化物に係る総排出量規制、上乗せ条

例によるばいじんの排出基準の上乗せ規制を実施

しています。

平成25（2012）年３月31日現在のばい煙に係

る指定施設は563工場・事業場に5,316施設、

粉じんに係る指定施設は707工場・事業場に

4,103施設、炭化水素に係る指定施設は17工場

・事業場に317施設が設置されています。（以

上、四日市市管轄分を除く。）

（ア） 窒素酸化物に係る総排出量規制

昭和49（1974）年から四日市地域において、

窒素酸化物の総排出量規制を実施しており、昭

和53（1978）年に二酸化窒素に係る環境基準

が改定されたことに伴い、総排出量規制の見直

しを行いました。さらに、平成４（1992）年に

窒素酸化物排出係数を改訂し、規制を強化しま

した。

（イ） 炭化水素系物質の規制

貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を防

止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原油、

揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が5,000kl以上

の貯蔵施設等）について、構造・使用管理基準

を設け、規制を行っています。

エ 緊急時の措置

大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊粒

子状物質、二酸化窒素および光化学オキシダント

について、緊急時における措置を講じています。

平成25（2013）年度は、硫黄酸化物、浮遊粒子

状物質および二酸化窒素については、予報等の発

令による緊急時の措置はありませんでした。

オ 立入検査（四日市市管轄分を除く。）

平成25（2013）年度は、延べ578工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等の

延べ83項目について、排出ガス検査を実施した

結果、1ヶ所の事業所においてばいじん、1ヶ所

の事業所においてVOCの排出基準の超過があり、

施設の改善等、基準の遵守を指導しました。

また、特定粉じん排出作業について、延べ99

現場に立入を行い、敷地境界におけるアスベスト

濃度を延べ18現場で測定したところ、1現場で、

アスベスト除去作業現場付近（関係者以外が近寄

ることのない場所）におけるアスベストの濃度が、

敷地境界における基準（特定粉じん発生施設に係

る規制基準）を超過していたことから、施工業者

に対し、除去作業現場周辺の清掃や原因の究明、

再発防止を含めた作業基準遵守の徹底等について

指導を行いました。

加えて、ダイオキシン類について、大気基準適

用施設において13検体、水質基準適用施設にお

いて6検体の検査を行ったことろ、すべての検体

が排出基準を満足していました。

平成25（2013）年度までは、県内14地域、

18関係市町（市によっては、発令地域が分かれ

る場合や、一部の地域に限る場合あり）を発令地

域とし、緊急時の措置を要請する対象地域として

いました（新設した測定局に係る地域を反映させ

るための見直しを行い、平成26（2014）年度以

降は、県内17地域、27関係市町を発令地域とし

ています。）。測定されたオキシダント濃度が発令

基準に達した場合、その発令地域ごとに緊急時の

措置の区分（予報、注意報、警報、重大警報の４

種類）に応じ、協力工場への措置を要請します。

平成25（2013）年度の光化学スモッグについ

ては、6月13日に大安地域に年度初の予報を発

令し、8月10日に伊賀上野地域に注意報を発令

しました。

予報の発令は合計5日（7回）、注意報の発令は

1日（1回）でした。

光化学スモッグ注意報発令時において緊急時の

措置が速やかに実施されるよう、注意報発令に先

立ち、当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データ

１－３






